
平成 19 年新潟県中越沖地震の受付期間の延長について 
 
 

記 
 

 
１．新潟県支部における義援金受付 

 
  (1)義援金名称    「平成 19 年新潟県中越沖地震義援金」 
  (2)受付期間      平成 19 年 7 月 17 日（火）～平成 21 年 1 月 16 日（金） 
  (3)義援金受付口座   
      口座番号  「００５１０－５－２６」 
      加入者名  日本赤十字社新潟県支部 
            通信欄に「新潟中越沖地震」と明記のこと。 
            ・受領証の発行を希望の際は、その旨を通信欄に記載する事 
            ・郵便局窓口での取扱の場合、振替手数料は免除されます。 
 

※日本赤十字社山形県支部、又は、最寄りの市役所・町村役場赤十字担当窓口で 
 受け付けております。 


